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序文 
 

過去数十年前から、タイ国の労働安全衛生行政は重要な発展を遂げた。
政府は、予防可能な労働災害及び疾病の減少を発展の目標として、国家
目標である「労働者のためのまっとうで安全かつ健康；“Decent Safety 
and Health for Workers”」の中の、労働安全衛生問題の重要性を認識して
きた。タイ国における労働安全衛生の発展の方向付けを与えるため、国
家労働安全衛生マスタープランは、重要な戦略及び行動計画とともに開
発された。公共部門及び私的部門の両方を含んで、関連する団体の中で
の協力関係を継続して動員することが必要である。そうすることによっ
て、一方で国の発展を目指して働きながら、我々の価値ある資源―すべ
ての部門における労働者―のために職場における安全と健康を増進する
ことができるようになるのである。 
 

労働保護福祉局 (DLPW) は、安全衛生計画及びマスタープランを動か
すための主要な政府機関としての労働安全衛生部によって、それゆえこ
の「タイ国の労働安全衛生に関する国のプロフィール－2015 年」を出版
したものである。その主要な目的は、現在進行している労働安全衛生の
状況、統計、国家政策及び国の安全衛生の発展のための行動計画並びに
労働安全衛生法、労働安全衛生組織、労働安全衛生の職員及び現在進行
している重要なプロジェクトのようなメカニズムを要約することである 
この報告書は、すべての労働者のための労働安全衛生を増進するために
採用された政策、計画及び方向性の発展のための基礎となるものとして、
必要な労働安全衛生情報を供給するであろう。 
 

労働保護福祉局 (DLPW) は、この出版が、公共部門及び私的部門にお
ける組織、学術研究機関、すべての企業及びその労働者、安全管理者、
安全監督者並びに関心と興味を有する個人にとって役立ち、そして有益
であって、さらにより安全でよりよい職場を創造するという究極的な目
標を実現するために寄与することを希望しているものである。 

ピーラファット・ポムシリエルキット 
労働保護福祉局長 
2015 年 3 月 31 日 
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1. タイ国における労働安全衛生及び環境 
 

過去数十年間でのタイ国における経済の発展は、産業の成長及び多様
性を増進させた。しかしながらそのような発展は、王国が著しい繁栄を
とげることを助けたにもかかわらず、そのことは、また、労働安全衛生 
(OSH) を含む広く多様な分野で新たな課題をもたらした。 

新技術及び新原材料の労働過程への導入は、すべて新たな危険有害要
因をもたらすかもしれない。結果として、労働者は、負傷、死亡、身体
障害又は慢性の不健康並びに直接及び間接の両方でその他の経済的損失
を含む安全と健康の影響に、より被害を蒙りやすくなる。労働安全衛生
は、それゆえ、国の発展のための重要な人的資源である労働者の生活及
び安定に直接に関係する決定的に重要な問題である。 

国際労働機関 (ILO) は、労働安全衛生をどこの国でも労働保護の重要
な課題の一つであると考察している。労働安全衛生は、本質的に基本的
な人権の問題であって、政府は、労働安全衛生を行政管理し、すべての
労働者が効率的そして効果的に保護されることを保障しなければならな
いことが必要である。労働安全衛生活動は、生命に有害な行動又は作業
環境因子を管理するための予防措置、健康及び労働者の福祉をカバーし
ている。国際労働機関 (ILO) と世界保健機関 (WHO) の合同委員会は、
次のような構成要素を含む労働安全衛生の範囲及び目的を定義した。 
1. すべての職業において、最高の水準での、労働者の身体的、精神的及
び社会的福祉を増進し、及び保持すること。 
2. 労働者の作業条件が原因となる、労働者の健康からの乖離の予防 
3. 雇用における健康を損なう因子から生ずるリスクからの労働者の保護 
4. 労働者の身体的及び心理的な適応能力に適合する職業環境への労働者
の配置及びその維持 
5. 作業を人に適合させ、人を業務に適合させる。 
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タイ国政府は、労働安全衛生の重要性を認識して、多くの政策と関連
する新たな構想が導入された。タイ国における鍵となる労働安全衛生の
出来事及び発展を時系列的に要約すると次のとおりである。 

1964 年  サムトパカン県の蓄電池製造工場で労働者に様々な重篤度で
発症した 41 人のマンガン中毒の勃発があり、労働安全衛生問題の認識
をもたらした。 
1966 年  労働安全衛生問題及び新たな構想が提起され、第 2 次国家経
済社会発展計画 (1967-1971) に盛り込まれた。 
1968 年  政府は、労働衛生に関する国家調整委員会を樹立した。この
委員会は、関連する政府機関、公衆衛生省、内務省、工業省、農業協
力省、大学所管省、予算局、国家経済及び社会発展審議会事務局等、
から組織された。 
1969 年  医科学大学 (現在のマヒドール大学) が労働衛生の学部課程
プログラム (科学士過程) を開始した。最初の入学者は、1970 年に卒
業した。 
1972 年  公衆衛生省公衆衛生促進局 (現在の保健部) に、労働衛生課
が樹立された。 
1972 年  最初の労働安全衛生法が、「革命部隊布告第 103 号、労働保
護に関して」として施行された。 
1974 年  労働省労働保護課に「労働安全班」が樹立された。 
1976 年  内務省は、「革命部隊布告第 103 号」の下で、「労働者 
(“employee” (訳者注；以下「労働者」と訳しておく。)) の安全と健康、
福祉に関する公告」を発出した。 
1981 年  「労働安全班」が、労働法の施行を所管する「労働基準課」
に昇格した。 
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1983 年 「労働条件及び環境の改善に関する国立研究所」 (NICE) が、
国際労働機関 (ILO) の協力の下で設立された。 

 
1987 年 様々な労働安全衛生の観点に関する内務省の一連の 17 の公
告が発行された。 
1990 年 「労働基準課」が、「労働安全監督課」に昇格した。 
1993 年 ナコンパシン県の人形製造工場で火災が発生し、その結果
188 人の死者と 481 人の負傷者が生じた。この悲劇的事件は、タイ国
の歴史上最悪の産業災害であると考えられている。 
1993 年 「労働及び社会福祉省」が設立され、労働安全衛生行政を所
管する主要な単位組織として、労働保護福祉局が附置された。 
1998 年 「 仏歴 2541 年 (西暦 1998 年) 労働保護法」が、「革命部隊
布告第 103 号」に代わって公布された。 
2002 年 最初の「労働安全衛生及び作業環境に関する第 1 次マスター
プラン」が開発され、2002-2006 年まで有効であった。 
2007 年 政府は、「労働者のためのまっとうな安全と健康；“ Decent 
Safety and Health for Workers ”」に関する政策を、すべての関連する部
門に適用される国家労働安全衛生計画として公表した。 
2009 年 労働安全衛生部が、組織改編及び労働保護福祉局の下で、従
来の 2 つの部局、「労働安全衛生監督課」及び「労働条件及び環境の
改善に関する国立研究所」 (NICE) を統合して樹立された。 
 
2011 年 「 仏歴 2554 年 (西暦 2011 年) 労働安全衛生環境法」が、タ
イ国における主要な労働安全衛生法として効力を発した。 
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2. 労働安全衛生及び環境に関する現在の状況及び統計 
登録行政局―内務省、社会保険事務所―労働省及び国家統計事務所―

のデータによれば、2014 年末におけるタイ国の総人口は、6512 万人で、
15 歳を超える人口は 5502 万人であった。このグループの人口のうち、
3896 万人は労働力になっているか、又は働くことができ、そして 3866
万人は、雇用されていた。これらの雇用された者のうち、1346 万人は農
業部門で、2520 万人は非農業部門 (製造業、建設業、運輸業、小売業、
サービス産業そしてその他) であった。この間、22 万人、8 万人は、そ
れぞれ、雇用されていない者、季節労働者であった。このときの失業率
は 0.60％であった。農業、商業、サービス業部門 (家庭内労働者、出稼
ぎ労働者 (outworkers) 及び自営業従事者を含む。) では 2210 万人の非正
規 (informal) 労働者がいた。 

合計で 1363 万人の労働者は、労働省社会保障事務所に登録されており、
それゆえ社会保障制度の下でカバーされていた。加えて、国全体では
422,748 の事業所があった。2014 年における労働災害及び負傷に関する統
計 (労働者補償基金事務所 (WCF) による非公式報告に基づくもの) を
考慮すると、労働者は、依然有害な作業による被害を受けやすく、職業
性障害の高いリスクに直面していることが示されている。労働者補償基
金で保護されている 913 万人の労働者のうち、100,392 人が労働災害・傷
害であると決定されており、その災害・傷害の程度は、次のとおり分類
されている。 
 (訳者注：以下の「イタリック体での表記は、訳者が文意を補足するた
めに加えたものである。」 

 (程度)   (件数)  
―3 日以下 (訳者注；本来であれば、「≦」が使われるであろうが、
ここでは「以下」と訳しておく。) の休業 

68,940 

―3 日を超える休業 29,328 

―組織の喪失を伴うもの 1,485 

―身体障害を伴うもの 14 

―死亡 625 

給付された労災補償額の合計は、12 億 8410 万タイバーツ (THB)  (労
災請求中のもの及び 2014 年末までに決定されていないものは含まれな
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い。) であった。 
2002 年－2004 年の労働災害・傷害を比較すると、労働者補償基金で保

護されている労働者の数は年々増加しているが、その一方、傷害の傾向 
(すべてのケース及び重篤なケース) は、明らかに減少している。詳細な
統計は、表 2.1 に示されている (訳者コメント；表 2.1 は別途表示する。) 

表 2.1 は、2012 年―2014 年を通じて、すべてのケース及び重篤なケー
スについて、労働者 1000 人当たりの労働災害及び傷害の発生率は、明ら
かに減少していることを示している。この間、労働災害死亡事故の発生
率は、2005 年以降減少傾向であるが、2012 年には少し増加し、その後は
減少傾向であった。支払われた補償の全体の額は増加したが、2014 年 (し
かし、補償された件数は、2014 年 12 月末では公表されていないので、そ
の結果実際の支払額は、現在報告されている額よりはかなり多くなる。) 
になると急激な減少を示している。 

労働災害・傷害の重篤な程度別の発生率は、前年の発生率と比較する
と、国の労働安全衛生に関する行政における成果の指標と考えられる。
これらの統計は、加えて、国中の労働安全衛生の実績を評価するために
用いられており、同様に、労働安全衛生行政の立ち位置を評価するため
の指標である。2014 年の労働災害及び傷害の統計は、いくつかの重要な
因子に分類されて、次の表に要約されている。 
 (訳者注；表 2-1～2-6 及び図 2-1 は、別途表示する。)  
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3. 労働安全衛生に関する国の政策、戦略及びマスタープラン 
労働安全衛生の重要性は、タイでは、1964 年にある工場で発症した 41

人の労働者の中でのマンガン中毒以降は長く認識されてきた。その結果
として、労働安全衛生の課題は、高められ、第 2 次国家経済社会発展計
画 (1967－1971) に盛り込まれた。それ以来、労働安全衛生に関する政策
とプログラムを実施してきたが、これらは、次のように要約できる。 
3.1 政府の政策 

2007 年 12 月 11 日火曜日に、タイ国政府 (スラユッド・チュラノント
将軍、そのときの総理大臣、に指導されて) は、労働省 (MOL) が提案し
た国家目標として、「労働者のためのまっとうな安全衛生；〝 Decent 
Safety and Health for Workers 〟」に関する政策を発表する決議を採択し
た。労働は、国の経済システムを強化し、及び 2016 年までに積極的な貿
易自由化を確実なものとするための重要な要因であることは認識されて
いる。次の７つの目的を達成するためには、すべての関連する部門の協
力が必要であると考えられている。 

1)  労働者の作業の安全保障が、労働安全衛生及び環境に関する国の
マスタープランの下で促進されてきている。 

2)  安全な環境の下でのすべての分野の労働 
3)  労働安全衛生に関する労働者の意識と知識は改善されている。 
4)  労働災害・傷害の発生率が、継続的に減少している。 
5)  労働安全衛生に関する情報は、完全に労働者側から接近できてい

る。 
6)  労働者が、効果的な健康安全監視システムの下で保護されている。 
7)  安全文化は、労働者の中で築かれている。 

 
過去何年間を通じて、タイ国政府の様々な一連の (政策) は、労働の管

理を包含する国家行政策を発表してきた。これらは、雇用条件、労働安
全衛生並びに福祉及び社会の防護に重点を置いて、労働保護・福祉の促
進及び改善をねらいとしていた。 
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3.2  国家経済社会発展計画 

第 11 次の国の経済及び社会発展計画 (2012－2016) は、経済発展のた
めのロードマップをもたらす戦略的計画であると考えられている。この
国家計画は、「国民は、調和を保ち、社会的な平等、公正そして変化に
対応することへの免疫があること」とのビジョンを有している。国の発
展のための使命、目的、ゴール、戦略及び指示は、樹立された。労働保
護及び福祉のためには、発展のための指針及び戦略は、職場における基
本的な権利の促進、特に労働安全衛生、労働時間数、女性労働者と高齢
労働者並びに障害のある労働者にとって差別的でなく、より機会のある
こと、を強調している。これらの課題の促進のための地域及び地域間の
協力も、さらに奨励されている。労働の管理に関する必要な基準は、労
働者の権利とともに国際労働基準を遵守した保護を保障することを発展
させ、又は改善させるべきである。 
3.3  労働安全衛生及び環境に関するマスタープラン 

タイ国労働省は、労働保護福祉局により、タイ国における労働安全衛
生の発展のための方向を与えるために、労働安全衛生に関するマスター
プランを発行した。第 1 次の過去のマスタープランは、2001 年に発足し、
2002－2006 の間で有効であった。この第 1 次プランは、9 つの主要なト
ピックスからなり、これらは労働安全衛生基準の開発、実施、労働安全
衛生行政機構、労働安全衛生保護の適用の拡充、労働安全衛生専門家の
発展、労働安全衛生情報システム、労働安全衛生調査研究、労働災害・
傷害の予防、労働安全衛生活動の促進である。第 1 次プランに続いて、
2007－2011 の間の第 2 次マスタープランが策定された。 

この第 2 次プランの下で、労働安全衛生専門家の技術及び実践の拡充、
労働安全衛生管理の効率性の改善、関連する部門での労働安全衛生に関
する協力の奨励及び促進、労働安全衛生情報システムの発展及び発信を
特別に強調しつつ、5 つの主要な戦略及び 33 のサブプロジェクトが樹立
された。第 2 次計画の終了時に、第 3 次計画が、労働安全衛生及び環境
マスタープラン (2012－2016) として開発された。この第 3 次プランは、
内閣によって承認され、現在有効である。 
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国家労働安全衛生マスタープランの行政におけるコンセプトと原則
は、行動計画及び過去の結果の計測的な再評価に基づいている。国家目
標「労働者のためのまっとうな安全衛生 “Decent Safety and Health for 
Workers ”」は、達成すべき主要な目標として、次の使命を定めた。 

1)  労働安全衛生基準の確立又は開発 
2)  問題となる労働安全衛生の課題の監視、管理及び追跡調査 
3)  労働安全衛生活動の開発及び促進 
4)  労働安全衛生マネジメントシステムの開発 

 
第 3 次マスタープランは、次のとおり 5 つの戦略課題をカバーしてい

る。 
戦略 1 効果的な労働安全衛生基準によって、労働保護を推進する。 

達成目標 
1)  雇用者 (事業者) 、労働者及び関連する組織が労働安全衛生基準/
法令に従う。 
2)  労働安全衛生基準/法令は、経済的及び社会的因子に適合して開発

され、また、現在の労働安全衛生の状況に適用できるものであること。 
戦略的取組み 
1)  国際水準に適合した労働安全衛生基準/法令を開発する。 
2)  効果的な労働安全衛生監督システムの監視、追跡調査及び開発 
3)  労働安全衛生に関する革新事項を開発するための研究・調査を実

施する。 
4)  事業所が適切な労働安全衛生マネジメントシステムを実施するこ

とを促進し、奨励を行う。 
戦略 2 労働安全衛生ネットワークの能力の促進及び強化 

達成目標 
既存の労働安全衛生ネットワークは強化され、すべての関連する部門

が包含され、活動的に労働安全衛生活動に参画すること。 
戦略的な取組み 
1)  すべての関連する部門をカバーする効果的な労働安全衛生ネット

ワークの樹立を奨励し、及び支援する。 
2)  労働安全衛生ネットワークを発展させ、及び強化する。 
3)  国際的な労働安全衛生ネットワークとの協力を志向することによ
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って、ネットワーク普及を広げ、及びその能力を強化する。 
戦略 3 労働安全衛生の知識を発展させ、及び管理する。 

達成目標 
1)  労働安全衛生に関する知識の本体を管理するための効果的なシス

テムが開発され、十分に機能している。 
2)  すべての年齢層の人々のための労働安全衛生学習センターが、樹

立されている。 
3)  労働安全衛生の知識が、人口のすべてのグループに接近可能であ

るべきである。 
戦略的取組み 
1)  すべての部門 (それぞれの教育レベルごとの学生、また、登録、非

登録の両方の労働者を含む。) を包含する、労働安全衛生に関する知識
の本体を開発するための研究/調査を実施する。 

2)  すべての部門における労働安全衛生に関する技術的能力を増進
し、及び築き上げる。 

3)  労働安全衛生の情報と知識を分かち合うため、地域的及び国際的
な両方で、関連する組織の間のネットワークを創造する。 

4)  労働安全衛生学習センターを樹立する。 
戦略 4 労働安全衛生情報システムを開発する。 

達成目標 
労働安全衛生行政及びサービスを効率的に機能させるための情報技
術システムを開発すること。 

戦略的取組み 
1) 労働安全衛生データベース及びネットワークを設立し、発展させ、

及び統合する。 
2)  すべての部門で、労働安全衛生職員の情報技術及び能力を築き上

げ、及び発展させる。 
3)  労働安全衛生情報システム及びサービスを開発し、及び促進する。 
4)  労働安全衛生情報の普及及びPRするためのコンピューター及び意

思疎通技術を利用する。 
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戦略 5 労働安全衛生行政の効果的なメカニズムを開発すること。 
達成目標 

効果的な労働安全衛生行政を創造するため、政策、行政組織構造、
計画、作業過程、手順、道具及び必要な資源を確立する。 
戦略的取組み 
1)  労働安全衛生行政機能させ、及び労働安全衛生行動を集約するた

めに効果的なメカニズムを開発する。 
2)  すべての関連する部門が、労働安全衛生行政及び行動に包含され、

及び参画することを奨励する。 
3)  労働安全衛生のための前向きの PR システムを開発する。 
4)  労働安全衛生行政及び行動に責任を有し、統一性を持った自律的

な機関を樹立する。 
計画 (原文では“plan”) の監視、評価そして再点検は、1 年に 2 回 (事

業計画 (原文では“project planning”) の再評価は 1 年に 1 回) 実施されな
ければならない。これらは、国家労働安全衛生及び環境委員会又は国家
労働安全衛生政策課題「労働者のためのまっとうな安全と健康」の行政
管理委員会によって権限を与えられたワーキンググループによって実施
されるであろう。 

第 3 次プランは、労働安全衛生に関するプランが労働省の労働安全衛
生マスタープランと「労働者のためのまっとうな安全と健康；“Decent 
Safety and Health for Workers”」のための行動計画を集約して策定されて以
来、最初の国家マスタープランであると考えられている。行政的なメカ
ニズム、戦略、監視及び評価方法は、国家政策課題のための行政管理委
員会の下で、特別の小委員会又はワーキンググループによって樹立され
た。これらの小委員会又はワーキンググループは、20 以上の関連する機
関/組織からの代表者によって構成されている。 
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労働保護福祉局は、労働安全衛生部によって、現在は、労働安全衛生
及び環境に関する第 2 次国家マスタープランの原案を作成する過程にあ
る。このプランは、2017 年から 2021 年まで効力を有するものとなるであ
ろう。 
 
3.4 国際基準及び誓約 

国際労働機関 (ILO) は、労働安全衛生の観点を含む多数の労働基準
を、種々の形態で発行している。タイ国では、設立メンバーの一つとし
て、現在、労働安全衛生の枠組みの促進に関する ILO 第 187 号条約 2006
年の批准に向けて、実効性の検討、準備状況の評価及び批准の準備の過
程にある。 

この ILO 条約は、労働安全衛生に関する国際的な労働基準の基礎とな
る問題であると考えられる。ILO は、この条約を、国家レベルでの労働
安全衛生プログラムの行政管理及び実施のための枠組みを与える意図を
持って上程したものである。それは、国の労働安全衛生行政を強化する
ことにおいて、一般的に求められている構成要素に関する規定に焦点を
当てている。これらの要求されている構成要素は、国家労働安全衛生政
策、労働安全衛生システム、労働安全衛生計画/プログラムである。労働
安全衛生は、効率的で持続的な労働保護を達成するためのまっとうな業
務に関する政策目標の一部である。 
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4.  労働安全衛生及び環境の法規制 
 

1972 年に、最初のタイ国の労働安全衛生法が、「労働保護に関する革
命部隊公示第 103 号」の下で施行された。様々な労働安全衛生の視点か
らの一連の通知が、この公示の下で公布された。後に、仏歴 2541 年 (西
暦 1998 年) の労働保護法が発布され、上述した公示に置き換わった。特
別の章「第 8 章 労働安全衛生及び環境」によって、この法律は、労働
安全衛生規制のためのより良い基盤をもたらした。労働安全衛生に関す
るいくつかの省令が、この法律の下で発行された。タイ国における労働
安全衛生法の顕著なマイルストーンは、「仏歴 2554 年 (西暦 2011 年) の
労働安全衛生環境法」 (以下「OSH Act」という。) の公布であり、この
法律は、2010 年 12 月の内閣の決議によって補強され、2011 年 7 月 16 日
以降効力を持った。関係する組織の行政の下での労働安全衛生に関連す
る法令は、次のとおり要約される。 
4.1 労働省労働保護福祉局 (DLPW) の行政の下での労働安全衛生及び
作業環境に関する法律 
4.1.1 仏 歴 2554 年 (西暦 2011 年) の労働安全衛生環境法 OSH Act の主

要な核心は、次のとおりである。 
第 1 章 OSH Act は、雇用者 (原文では employer;事業者) に対して労働

者に安全で衛生的な作業条件及び環境を与えること、そして雇用者 (事
業者) は、そのような規定に関連する支出に責任を負わなければならな
いことを規定している。 
第 2 章 OSH Act は、企業 (原文では establishment) が、労働安全衛生

基準に適合して、労働安全衛生の運営、管理及び実施を与えることを要
求した。 
第 3 章 OSH Act は、政府の各部門、雇用者 (事業者) 、労働者から各

8 人の代表者並びに 5 人の労働安全衛生専門家、合計 29 人から構成する
労働安全衛生及び環境委員会が置かれなければならないことを要求して
いる。この委員会は、OSH Act の実施のための省令、告示又は規則の発
布に際して大臣に意見を提出する権限が与えられており、及び労働安全
衛生政策、作業計画及び対策に関する意見において大臣に対して意見を
提出する権限が与えられている。加えて、労働安全衛生及び環境委員会
は、労働安全衛生の推進に関連する政府機関に対して意見を提出する権
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限を与えられている。 
第 4 章 OSH Act は、雇用者 (事業者) が、危険有害要因の事前評価を

行い、また、作業環境が労働者に及ぼす影響を調査するとともに、労働
安全衛生作業計画及び労働者の管理及び監督の計画を準備しなければな
らないことを規定している。加えて、雇用者 (事業者) は、危険有害要因
の事前評価及び影響調査の結果並びに労働安全衛生作業計画及び労働者
の管理及び監督の計画を労働保護福祉局 (DLPW) に提出しなければな
らない。 

第 5 章 OSH Act は、労働安全衛生に関する問題に関して、監視し、
映像及び音を記録し、及び事実を質問し、調査し、企業に対して労働安
全衛生法に違反する行為をやめるように求め、並びに企業に対して是正
し、改善し、又は労働安全衛生法に適合して実施することを要求する権
限が設けられている。 

第 6 章 OSH Act は、安全衛生及び環境基金が、労働安全衛生基金管
理委員会によって指示されて、政府の各部門からの 5 人の代表者、同等
に雇用者 (事業者) 及び労働者から (各 5 人) の合計 15 人から構成され
る安全衛生及び環境基金がなければならないことを規定している。労働
安全衛生基金は、タイ政府からの授与された資金、罰金/罰則のような様々
な資源からの運営資金、政府の補助金、寄附金、投資からの利益によっ
て設立されなければならないことを規定している。労働安全衛生基金は、
労働安全衛生促進キャンペーン/プロジェクト、調査研究のような労働安
全衛生の運営及び活動、また、企業の労働安全衛生の改善のための融資
のための基金として機能しなければならないことを規定している。 

第 7 章 OSH Act は、労働安全衛生に関する促進、対策の策定の支援
に責任のある、並びにタイ国における労働安全衛生の研究を実施する労
働安全衛生及び環境研究所があるべきことを規定している。 

第 8 章 OSH Act は、労働安全衛生法に違反したか、又は遵守するこ
とに失敗した雇用者 (事業者) は、最大 1 年以下の投獄又は 80 万バーツ
を超えない罰金あるいは両方の処罰をされなければならないことを規定
している。 

 
OSH Act の経過措置規定は、この法律を実施するための省令、公示又

は規定が発行されていない期間を通じて、労働保護法 (仏年 2541 年 (西
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暦 1998 年) の第 8 章の規定の下で発行された省令は、準用して適用され
ることを規定している。 

それゆえ、2015 年 3 月の時点で、OSH Act の経過措置規定の下で依然
有効な省令、また、OSH Act の下で新たに公布された一連の省令は、次
のとおりである。 
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 (1)  密閉空間における労働安全衛生及び作業環境の運営及び管理
のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2547 年 (西暦 2004
年)  

 (2)  電離放射線に関連する労働安全衛生及び環境の運営及び管理
のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2547 年 (西暦 2004
年)  

 (3)  労働者 (従業員) の健康診断の標準及び方法並びにその結果
を労働監督官に転送することを規定する省令、労働省、仏歴 2547
年 (西暦 2004 年)  

 (4)  潜水作業に関連する労働安全衛生及び環境の運営並びに管理
のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2548 年 (西暦 2005
年)  

 (5)  熱、光及び騒音に関連する労働安全衛生並びに環境の運営及び
管理のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2549 年 (西暦 2006
年)  

 (6)  労働安全衛生及び作業環境の運営及び管理のための基準を規
定する省令、労働省、仏歴 2549 年 (西暦 2006 年)  

 (7)  建設作業に関連する労働安全衛生及び環境の運営及び管理の
ための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2551 年 (西暦 2008 年)  

 (8)  機械、クレーン及びボイラーに関連する労働安全衛生及び環境
の運営及び管理のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2552
年 (西暦 2009 年)  

 (9)  労働安全衛生及び環境の運営及び管理のための基準を規定す
る省令 (第 2 号) 、労働省、仏歴 2553 年 (西暦 2010 年)  

 (10) 火災予防及び制圧に関連する労働安全衛生並びに環境の運営
及び管理のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2555 年 (西
暦 2012 年)  

 (11) 基本的な火災の制圧、火災訓練及び避難に関する訓練機関の基
準及び標準に関連する労働安全衛生並びに環境の運営及び管理
のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2555 年 (西暦 2012
年)  
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 (12) 有害な化学物質に関連する労働安全衛生及び環境の運営及び
管理のための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2556 年 (西暦
2013 年)  

 (13) 電気作業に関連する労働安全衛生及び環境の運営及び管理の
ための基準を規定する省令、労働省、仏歴 2558 年 (西暦 2015
年)  

グローバリゼーション (地球規模化) の進展によって、焦点となった課
題は、国際基準に適合した労働安全衛生の発展である。OSH Act の経過
措置規定の下で依然有効な全ての省令は、効率性を強化するために再評
価され、刷新されるであろう。さらに、施行の範囲は、女性及び児童労
働の保護に関するより多くの視点並びに農業労働者及び家事労働者のよ
うな非公然な労働者の視点をカバーするために拡充されるであろう。 

4.1.2 労働保護法、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年)  
OSH Act の公布は、不履行により、下位の法令の廃止を結果としても

たらした。加えて、2011 年 7 月 16 日よりも前に未だ効力がなかった一定
の下位法令は、原則的に、施行ができなかった。しかしながら、労働保
護法、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年) 第 8 章の下で公布された省令は、4.1.1
の (1) ～ (9) にリストしたとおり、依然 OSH Act の経過措置規定の下で
有効である。 

前述した法律を離れて、他の法律の下で規定されたその他の労働安全
衛生及び作業環境規定は、次のとおりである。 

1. 県企業関係法、仏歴 2543 年 (西暦 2000 年)  
―県企業の最低の雇用基準に関する県企業関係委員会による公示、

仏歴 2549 年 (西暦 2006 年)  
2. 家事労働者保護法、仏歴 2553 年 (西暦 2010 年)  
3. 労働保護法、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年) 、改正 (第 2) 仏歴 2551

年 (西暦 2008 年)  
―労働者 (従業員) の健康及び安全に有害になり得る作業に関する

省令第 2、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年)  
―18 歳未満の労働者に実行させることを雇用者 (事業者) が禁止さ

れる作業に関する省令第 6 号、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年)  
―海上輸送及び物資の総合管理を行う労働者の保護に関する省令第

11 号、仏歴 2541 年 (西暦 1998 年)  
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―許容される荷重に関する省令、仏歴 2547 年 (西暦 2004 年)  
―農業労働者の保護に関する省令、仏歴 2547 年 (西暦 2005 年)  
―作業場における福祉施設に関する省令、仏歴 2548 年 (西暦 2005

年)  
4.2  社会保障事務所、労働省によって運営されている労働安全衛生及び
作業環境法 

前述した法は、次の法律を含む。 
4.2.1 労働者補償基金法、仏歴 2537 年 (西暦 1994 年)  
4.2.2 その性質、労働条件又は作業関連因子によって分類される疾病に

関する労働省による公示、仏歴 2550 年 (西暦 2007 年)  
 

4.3  他の省庁で運営されている労働安全衛生関連法 
これらの法律は、次のリストのとおりである。 

4.3.1  工場法、仏歴 2535 年 (西暦 1992 年) 、工業省により運営 
4.3.2  有害物法、仏歴 2535 年 (西暦 1992 年) 、改正第 2 号、仏歴 2544

年 (西暦 2001 年) 及び第 3 号、仏歴 2551 年 (西暦 2008 年) 、工業省、
公衆衛生省、科学技術省、内務省、エネルギー省、天然資源及び環境省、
運輸省、防衛省、農業及び協力省が共同して運営する。 

4.3.3 公衆衛生法、仏歴 2535 年 (西暦 1992 年) 、公衆衛生省によって
運営される。 

4.3.4 国家環境保存法、仏歴 2535 年、天然資源環境省によって運営さ
れる。 

4.3.5 建築物規制法、仏歴 2522 年 (西暦 1979 年) 、改正 (第 2 号) 仏
歴 2535 年 (西暦 1992 年) 、改正 (第 3 回) 仏歴 2543 年 (英歴 2000 年) 、
改正 (第 4 回) 仏歴 2550 年 (西暦 2007 年) 、内務省によって運営される。 

4.3.6 原子力平和利用法、仏歴 2504 年 (西暦 1961 年) 、改正 (第 2 号) 、
仏歴 2508 年 (西暦 1965 年) 、改正 (第 3 号) 、仏歴 2543 年 (西暦 2000
年) 、科学技術省によって運営される。 

4.3.7  災害予防緩和法、仏歴 2550 年 (西暦 2007 年) 、内務省によって
運営される。 

4.3.8  関連する地方の法律 
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5.  労働安全衛生及び環境に関与する組織 
 

5.1 政府の機関 
現在、国で労働安全衛生問題に関与している主要な 3 つの省は、労働

省、公衆衛生省及び工業省である。 
 

5.1.1 労働省 
タイ国労働省は、労働安全衛生問題を含む労働保護に関して重要な役

割を担っている政府機関である。労働省は、法的な課題を立法し、施行
し、及び運営するとともに、労働安全衛生及び福祉を促進する機能と責
任を有する。労働安全衛生に関する法令及び関連する基準は、規定され、
施行されて、監視、監督によって求められる遵守が確保されている。 

同時に、労働条件及び環境の改善が、作業場における安全と健康を保
障するため精力的に推進されてきた。加えて、回復及びリハビリテーシ
ョンプログラムが、労働者を職業上の傷害から守るために開発されてき
た。労働省の下で、労働安全衛生の業務のための責任ある機関は、労働
保護福祉局 (DLPW) 及び社会保障事務所 (SSO) である。 
■ 労働保護福祉局 (DLPW)  

労働保護福祉局は、労働安全衛生の分野で、研究及び調査そして能力
の向上を含むその促進のための権限を与えられてきた。 

労働保護福祉局の下で、直接の責任のある機関は、労働安全衛生部 
(OSH Bureau) とされている。労働安全衛生部は、従来の二つの機関；労
働安全衛生監督課 (OSHID) 及び労働条件及び環境の改善のための研究
所 (NICE) を統合して組織の改編及び労働保護福祉局の権威の下で、発
足された。その設立の目的は、労働安全衛生行政の使命を支援して、よ
り組織的、効率的にするため、そのサービスを 12 カ所の地域労働安全衛
生センターに分散させることによって機能させ、作業の冗長さを減少さ
せ、ネットワークへの参加を強調し、並びに母体となる機関が国家政策
目標「労働者のためのまっとうな安全衛生及び環境；“Decent Safety and 
Health for Workers”」を動かさせて最終的な成果を獲得するように行動
することである。 

労働安全衛生部の設立は、官報で宣言され、2009 年 12 月 11 日から効
力を発揮した。 
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労働安全衛生部は、次の権限と機能を有する。 
1) 労働安全衛生基準を設定し、開発すること。 
2) 雇用者 (事業者) 、労働者、関係する個人、法務担当者又は関係す

る機関を監視、監督し、労働安全衛生法令が遵守されるようにすること。 
3) 労働安全衛生法令及び基準の下で規定された、権限、登録及び活動

又はサービスの監督に関するサービスを供給すること。 
4) 労働安全衛生保護、監督及び管理対策のためのシステムを開発する

こと。 
5) 労働安全衛生情報技術システム及びネットワークを開発すること。 
6) 労働安全衛生の問題を同定するために研究及び調査を行い、労働安

全衛生のさらなる放映及び基準を採択するために適切な対策を開発する
こと。 

7) 労働安全衛生ネットワークを開発し、及びそれへの参加を促進する
こと。 

8) 想定されているように、関連する機関の機能を調整し、又は支援す
ること。 

労働安全衛生サービスは、中央及び地域に設立された 12 カ所の地域労
働安全衛生センターを通じて提供される。加えて、県のレベルにおける
労働安全衛生行政及び法的問題を考慮して 76 の県労働保護及び福祉事務
所が置かれている。バンコク首都圏 (BMA) では、かれらの責任を有す
る地域における業務を考慮して、10 か所の労働保護及び福祉事務所が置
かれている。 
■ 社会保障事務所 

社会保障事務所 (SSO) は、社会保障法、仏歴 2533 年 (西暦 1990 年) に
よって設立され、タイ市民の生活上の安全と安定をもたらすねらいを持
って、社会保障基金 (SSF) を管理している。社会保障基金 (SSF) が対応
する分野には、いくつかのタイプに分類される：病気、妊娠、身体障害、
死亡、児童手当、老齢及び失業である。タイ国の労働者は、作業場の内
外両方の負傷、疾病及び死亡をカバーする補償計画に係る資格が与えら
れている。 

加えて、社会保障への拠出として、雇用者 (事業者) は、労働者 (従業
員) の年間の報酬の一定の割合を労働者補償基金 (WCF) に支払うこと
が求められている。 
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労働者補償基金 (WCF) は、労働災害及び傷害の犠牲者である労働者
を、補償及び他の恩恵の意味において、保護するために 1974 年に設立さ
れた。初期の段階では、それは、バンコクだけで、20 人以上の労働者 (従
業員) を有する企業をカバーしていた。後に、1976 年から、同基金は、
カバーする地域を順次拡大することを始めて、最終的には、1988 年に国
の全県をカバーした。1990 年に、労働者補償基金 (WCF) は、社会保障
事務所に移管された。1993 年から、カバーする範囲は、10 人以上の労働
者 (従業員) を有する企業に拡大された。しかしながら、2002 年 4 月以
来、労働者補償制度は、国全体を通じて、1 人以上の労働者 (従業員) を
持つ企業に拡大された。 
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労働者補償基金事務所は、社会保障事務所 (SSC) の内部の組織単位
で、労働者補償法、仏歴 2537 年 (西暦 1994 年) に適合する様々な視点に
よる役割と責任を有する。これらは、補償基金への支払の率の分析、労
働者 (従業員) 及び雇用者 (事業者) の支払及び補償に関する申し立て
の管理、そして同法に規定されるとおり、労働安全衛生の促進を含む他
の責務を含んでいる。 

WCF は、労働者補償法の第 3 章第 28 条により、同基金が得た利息の
最高 22％までを労働安全衛生プログラム及び傷害を受けた労働者のため
のリハビリテーションプログラムに使用することが許容されているとお
り、労働安全衛生プログラムに対して実質的な財政的支援を与えている。
労働安全衛生プログラムへの支援は、政府、雇用者 (事業者) 及び労働者 
(従業員) の組織や大学が実施する研究、セミナー及び訓練コースへの資
金援助を含んでいる。財政支援が与えられる労働安全衛生プログラムの
選択は、労働者補償基金の三者構成の委員会の責任である。 
 
5.1.2 公衆衛生省 

タイ国公衆衛生省は、国の公衆衛生問題に責任を持つ主要な政府組織
である。同省は、さらに、技術的な構成単位及びヘルスケアネットワー
クシステムを通じて、すべての部門で、労働衛生サービスのような労働
安全衛生における役割と機能を持っている。労働衛生活動に責任のある
主要な技術的構成単位は、疾病管理局 (以前は、保健部労働衛生課) の下
における職業性環境性疾病部である。 

職業性環境性疾病部の主要な機能は、次の事項を含む。 
1) 政策を策定するために研究又は調査を行って、労働衛生サービス及び

管理のために基準及びガイドラインを策定すること。 
2) 労働衛生及び安全の監視システムさらには職業性疾病及び作業関連

疾病の予防及び管理のための適切な対策を決定し、及び策定すること。 
3) 労働衛生の知識及び技術を移転して、公共、私的、地方行政組織及び

一般の人々に対する監視システムを促進すること。 
4) 職業性疾病及び作業関連疾病の監視及び予防のための機構及びネッ

トワークの発展を調整し、及び支援すること。 
5) 職業性疾病及び作業関連疾病の医学的診断及び処置に関する知識を
開発し、及び移転すること。 
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6) 合同して、想定された業務を実施し、及び関連する機関を支援するこ
と。 

5.1.3 工業省 
タイ国工業省は、工場の設立及び操業の許可を発行し、産業の設置の

安全性に関する法律を所管し、法の遵守を保障するための査察を実施し、
そして許可を更新する。労働安全衛生に関連する機関は、産業活動局 
(DIW) である。 

査察を通じて、DIW は、産業の運営が、労働者及び環境にとって安全
であることを保障する決定的な役割を果たしている。この業務に責任の
ある行政部局は、安全工学部、有害物質管理部及び産業クラスター部で
ある。 

安全工学部は、次のとおり要約される役割と責任を持つ技術機関であ
る。 
1) 産業安全プログラムの発展のための調査/分析を実施する。 
2) 産業安全政策、行動計画及び手順の基準を樹立する。 
3) 産業安全の能力及び効率を促進し、及び支援する。 
4) 産業安全監督、監視及び事後措置を実施する。 
5) 有害物質を持つ工場について、予防及び管理対策に関する調整を行
う。 
6) 産業安全活動の実施において、組み入れられた認証機関を監視し、及
び指揮する。 
7) 産業安全に関する技術的なマニュアル/ガイドラインを開発して、実行
のために関連する関係者に配布する。 
8) 共同して想定された業務を行い、関連する機関を支援する。 

有害物管理部は、揮発性物質の予防及び使用に関する法的な遵守を確
保する責任を有し、化学的な傷害さらにはその影響の予防及び管理する
ための様々な対策を策定する。同部は、産業上の業務に関する国際的な
合意を開発するにあたって、そこに参して中心的な接点として機能する。 

産業クラスター部は、有害な物質の使用についての法的な遵守を保障
し、及び揮発性物質の使用を抑制する責任がある。 
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5.2  その他の労働安全衛生機関、協会及び組織 
現在のところ、労働安全衛生及び環境に関連して、長い間政府組織と

密接に協力してきたいくつかの協会及び財団があり、それらは次のとお
りである。 
5.2.1 タイ労働安全衛生安全促進協会 (SHAWPAT)  

1986 年に、そのときはタイ国での最初の国家安全週間が立ち上げられ
たのであるが、その組織委員会が、さらに毎年国家安全週間を実施する
ために労働安全衛生協会の樹立を勧告した。労働省 (当時の) が国家にお
ける調整者として行動する中で設立が求められた労働安全衛生協会は、
毎年の国家安全週間を組織するに際して参画するであろう。タイ労働安
全衛生安全促進協会は、このようにして、次の目的を持って設立された。 

1. 職場における安全衛生を促進する。 
2. 労働安全衛生に関する知識及び経験を宣伝する。 
3. 労働安全衛生活動を促進し、及び実行するため、様々な公私の組織と

調整する。 
4. 職場における安全衛生を強化するため、様々な公私の組織の中で調整

する。 
5. 政治的なことには関与しない。 
SHAWPAT は、1987 年 5 月 29 日に登記された。その事務所は、労働

保護福祉局に所在している。 
 

5.2.2 職場における労働健康及び安全協会 (OHSWA)  
職場における労働健康及び安全協会は、次の目的を持って設立された。 

1. 労働安全衛生の技術的知識を会員の中に、及び社会に奨励する。 
2. 職場における労働安全衛生の専門家の進歩を促進する。 
3. 安全、健康及び労働者の生活の質を奨励するため、作業場及び産業社

会を支援し、及び協力すること。 
4. 国内及び国際の両方で、公私の組織又は協会と技術協力を強化する。 
5. 会員間の協力及び関係を強化する。 
6. 会員のために労働安全衛生の工学的な資源を供給する。 
7. 政治的なことには関与しない。 
OHSWA は、バンコクのマヒドン大学公衆衛生学部の労働安全衛生部

門に所在している。 
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5.2.3 タイ人間工学会 (EST)  
タイ人間工学会は、次の目的で設立された。 
1. 知識及び情報を交換し、並びに人間工学に関する媒体、刊行物、論 
文を生産及び出版するためのセンターとなること。 
2. 起業家及び興味を持っている関係者の組織のために人間工学に関連
する労働安全衛生プログラムを支援すること。 
3. 人間工学的行動を実施するために他の公私の組織と調整すること。 
4. 人間工学の発展に関する調査研究を促進し、及び支援すること。 
5. 国内的及び国際的両面の人間工学的なプログラムを促進するため、
公私の組織の中において協力し、及び相互の利益を希求すること。 
6. タイ国の人間工学的課題を支援すること。 
 
EST は、2001 年 8 月 6 日に登記され、その調整センターは、タマサー

ト大学の工学部―ランシットキャンパス―に所在している。 
 

5.2.4 職場の安全推進基金 
労働保護福祉局 (DLPW) は、次の目的を持つ職場の安全推進基金を設

立した。 
1. 労働者の安全、健康及び福祉のための活動を促進し、及び支援する

こと。 
2. 労働者のための労働安全衛生及び福祉を促進するため、再生的、技

術的及び他の財産的支援を受け、及び供給すること。 
3. 労働者のための労働安全衛生及び福祉を強化するため、公共部門及

び私的な組織と調性すること。 
4. 慈善プログラムを実行し、又は他の慈善組織と公共のために、大規

模に調整すること。 
5. 政治的なことには関与しない。 

 
職場の安全推進基金は、1993 年 10 月 4 日に登記された。事務所は、労

働保護福祉局にある―タイリングチャン、旧館に所在する。 
 

5.2.5 タイ国職業性及び環境性疾病協会 
タイ国職業性及び環境性疾病協会は、次の目的を持って設立された。 
1. 労働及び環境医学に関する技術的及び情報センターであること。 
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2. 労働及び環境医学に関する教育的な行動及び訓練を支援し、及び組
織すること。 

3. 労働及び環境医学に関する技術的サービス、知識及び情報の配布を
支援すること。 

4. 労働及び環境医学に関する研究を支援し、及び発展させること。 
5. いくつかの公共及び私的な組織と、国内的及び国際的な両方で、労

働及び環境医学に関する技術的な協力及び調整を促進すること。 
6. 大規模な公共及び全体としては国のために、労働及び環境医学から

の利益を生み出すために、会員の中で、協力及び結びつきを促進するこ
と。 

7. 労働及び環境医学の実務家の中における能力、倫理及び職業的な道
徳を促進すること。 

 
タイ国職業性及び環境性疾病協会は、2003 年 11 月 6 日に登記された。

事務所は、ノパラート ラチャタニ病院、バンコク、労働及び環境医学
センターに所在している。 

 
5.2.6 タイ国労働衛生看護協会 
タイ国労働衛生看護協会は、次の目的を持って設立された。 
1. 労働衛生的な看護に関する教育、研究、技術的サービスを行うとと

もに、労働安全衛生看護会員の中で、国内的国際的な両面から調整する
ことを促進するための中心組織として役立つこと。 

2. 労働安全衛生看護グループ又は関連する労働安全衛生協会の中で、
国内的国際的な両面で、専門家としての実践を発展させ、及び水準を向
上させるために調整すること。 

3. 労働安全衛生看護上の課題を、公的及び私的な組織とともに、国内
的及び国際的な両方で解決するために、技術的な調整及び勧告をするこ
と。 

 
タイ国労働衛生看護協会は、2007 年 9 月 3 日に登記された。事務所は、

バンコクのマヒドール大学公衆衛生学部に所在している。 
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6. 労働安全衛生関係職員 

タイ国の労働安全衛生関係職員は、次のグループに分類することがで
きる。 

 
6.1 政府の労働安全衛生専門官 

このグループの労働安全衛生職員は、2011 年の労働安全衛生法の下で、
労働安全衛生監督官としての義務を実行する、いくつかの権限のある機
関の政府の公務員である。これらの労働安全衛生監督官は、学問的基礎
又は労働保護福祉局によって公表された基準と一致した、経験を積み、
及び訓練を受けて、資格を付与されなければならない。彼らの義務を遂
行する過程で、労働安全衛生監督官は、作業場に立ち入り、事実を質問
し、又は捜査する権限が与えられていなければならないし、そして関連
する報告を検査して、労働保護福祉局長に提出して、予防的な安全対策
を提案しなければならない。現在、登録された労働安全衛生監督官の数
は、国全体で 632 人である。 (2015 年 2 月 28 日現在で、労働安全衛生部) 

労働安全衛生監督官の訓練は、労働保護福祉局によって、毎年 1 回又
は 2 回実施される。対象となる訓練生は、1998 年の労働保護法の下で、
一般的な労働監督官としての資格を付与された中央及び地方の単位組織
からの公務員である。この 30 日間の訓練のねらいは、労働安全衛生監督
を実施して、作業場について改善の勧告をするために十分な技術的知識
及び技能を持つ労働安全衛生監督官を養成することである。 

 
6.2 職場における労働安全衛生職員 

仏歴 2549 年 (西暦 2006 年) の労働安全衛生及び環境の運営及び管理に
関する基準として規定されている、労働省の省令によって求められてい
るように、労働安全衛生実務者 (「安全士」と呼ばれる。) は、職場で、
労働安全衛生及び環境に関する義務を実行するために任命されなければ
ならない。現在では 5 つのレベルの安全士が存在し、それぞれのレベル
の全体の数は、次のとおりである。 
6.2.1  514,801 人の安全士―指揮者レベル 
6.2.2  184,897 人の安全士―管理者レベル 
6.2.3  12,169 人の安全士―技術者レベル 
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6.2.4  2,341 人の安全士―上級技術者レベル 
6.2.5  29,748 人の安全士―専門家レベル 

 (2015 年 2 月 28 日のデータ、労働安全衛生部) 
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異なるレベルの安全士は、異なる資格要件及び義務を有する。 
レベルによる安全士の任命に関する要求事項は、産業の種類及び労働

力の大きさを基礎としている。 
それぞれのレベルの安全士の訓練は、労働保護福祉局 (DHLW) で承認

されたカリキュラムを持つ登録された労働安全衛生訓練機関で実施され
る。国全体で、合計 86 の登録された労働安全衛生訓練機関がある (2015
年 2 月 28 日のデータ、労働安全衛生部)  

加えて、産業の種類に基づき、50 人以上の労働者を持つ企業は、上述
した省令によって規定されているように、義務を履行するために企業に
おける労働安全衛生及び環境委員会を設けなければならない。 
6.3 学術研究機関、労働安全衛生サービス単位及びそのほかの関連する
組織での労働安全衛生関係職員 

このグループの労働安全衛生関係職員は、労働安全衛生専門家、研究
者又は労働安全衛生技術者 (産業衛生工学者、人間工学者のような) 並び
に医学専門職員 (産業医、労働衛生看護職) 及び作業場に労働安全衛生サ
ービスを供給する登録された個人を含んでいる。 

上述した労働安全衛生職員の合計数及び労働安全衛生に関連した組織
は、次の表で一覧化できる。 

 
表 労働安全衛生関係職員の合計数及び労働安全衛生に関連した組織 

種類 数 
 安全士 (専門家レベル)  29,748* 

 労働安全衛生委員会 (職場での)  126,612* 

 労働安全衛生訓練単位 86* 

 産業医/労働衛生看護職 2,082*** 

 労働安全衛生に関する学位プログ
ラムを修了した個人を 

～16,546** 

 労働安全衛生に関する学位プログ
ラムを提供している学術機関 

30 機関/36 プ
ログラム** 

資料出所； * 労働保護福祉局 (2015 年 2 月 28 日のものとして)  
** 労働安全衛生部 2014 年調査 (2014 学年度末のものとし

て)  
*** 労働及び環境医学研究所 (2014 年 12 月のものとして)  
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労働安全衛生に関する学位プログラム (又は同等なもの) 
を提供している学術機関の詳細な情報は、表 6－2 に示され
ている。 

 (Table 6-2 will be shown separately.)   (表 6-2 は、別途示される。)  
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7. 労働安全衛生及び環境プロジェクト、活動及び行事 
 
現在のところ、労働保護福祉局の責任の下で、大きな多様性を持った

プロジェクト、キャンペーン及び活動が進行している。2015 年の抜粋し
たプロジェクト及び活動は、次に要約される。 

 
7.1  シリントン王女の下での「安全な作業場」に関するプロジェクト 

マハ チャクリ シリントン王女の恵みぶかい序文では、次のとおり
お書きになっている。 
「労働者の中での負傷及び身体障害を予防するための安全衛生対策の

樹立」は、2014 年 12 月 1 日のコンケーン県での北部地域労働者リハビリ
テーションセンターの開会式の間に大臣 (スラサック カージャナラー
ト将軍) 及び労働省の上級幹部に与えられた。 

王女の労働者の安全及び健康を慮られる英慮にお応えして、労働大臣
は、労働安全衛生の認識の重要性を繰り返して強調されるための、王女
の下での「安全な作業場」に関するプロジェクトを、2015 年 4 月 2 日の
王女の 60 歳の誕生日という吉兆の下で開始した。このプロジェクトは、
持続的な安全文化を創造するため、作業場での安全衛生及び雇用者 (事
業者) と労働者との間での協力の促進を狙いとしている。このプロジェ
クトのキャンペーン及び活動は、次の事項を含んでいる。 
1) 労働省は、2015 年を職場における「安全な精神」、安全意識を築き上
げる年として宣言した。 
2) 労働保護福祉局は、プロジェクト「王女の下の名誉の下での安全な作
業場」を、7000 以上 (2015 年 3 月のもの) の作業場が自主的に参加して、
発進させた。次の事項が実行されるであろう。 
―すべての勧告された労働安全衛生ガイドラインに従うことを奨励す

る。 
―王女の労働者の安全及び健康を慮られる英慮に関する展示会を開催

し、及び社会における学生及び若者の職場における安全と衛生の意識を
高めるための企業の社会的責任 (CSR) 活動を実施する。 
―達成した作業場に対しては、認証が発行される。 
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7.2  アセアン労働安全衛生ネットワーク集会及び大会 
アセアン諸国における労働安全衛生での協力は、1999 年にアセアン労

働安全衛生ネットワーク (ASEAN-OSHNET) が樹立されて以来、長い間
認識されてきた。アセアン 10 カ国すべて (ブルネイ・ダルサラ－ム、カ
ンボジア、インドネシア、ラオス PDR、マレーシア、ミャンマー、フィ
リピン、シンガポール、タイそしてベトナム) は、その地域における労
働安全衛生の協力及び統一を強化するためにネットワークに参加した。
すべての参加国の代表から構成される調整委員会は、このネットワーク
の運営を調整するために、1 年に 1 回参集する。アセアン構成諸国は、調
整委員会の会合を主催することを交代制にして、タイは、すべてのアセ
アン諸国がアセアン社会に復帰することに同意した 2015 年に、第 2 回目
のホストになるであろう。 

このイベントは、2015 年 4 月 21 日～23 日までバンコクで開催される。
それは、第 16 回調整委員会 (アセアン構成諸国及び外部の協力諸国から
おおよそ 50 の代表団) 及び第 2 回アセアン―OSHNET 大会 (関連する機
関、企業及び額実研究機関からおおよそ 250 人の参加者) で構成される。 
7.3  国家安全週間 

1985 年 12 月 8 日に、内閣は、最終的に、国家レベルの委員会である国
家安全週間組織委員会を樹立する合意の決議に達した。国家安全週間は、
技術的な安全衛生情報の中心であると考えられている。それは、労働者、
雇用者 (事業者) そして関連する機関の中で、労働安全衛生意識を向上さ
せる、労働安全衛生セミナー、労働安全衛生情報の交換、労働安全衛生
キャンペーン及び活動の促進のための重要なイベントである。最初の国
家安全週間は、1986 年 6 月 1 日～3 日まで組織され、労働安全衛生セミ
ナー及び国全体の労働安全衛生キャンペーンを特徴としていた。そのと
き以来、国家安全週間は、現在に至るまで毎年組織されている。 

2000 年には、国家安全週間組織委員会は、5 つの地域、北部、北東部、
東部、西部そして南部で、労働安全衛生の知識及び技術を広めることを
目的として、国家安全週間を立ち上げることに合意した。 

2000 年以来、国家安全週間行事は、継続して、さまざまな県で開催し
ている。 
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7.4  労働安全衛生に優れた作業場に関するコンテスト 
最初のコンテストは、国家安全週間行事の重要な部分として、1986 年

に立ち上げられ、次の目的があった。 
－作業場における労働安全衛生管理システムのより良い基準を促進す

る。 
－労働災害及び傷害の減少及び組織のイメージ及び評判のために労働

安全衛生プログラムの重要性を職場に奨励し、及び革新させる。 
 

7.5  ゼロ災害キャンペーン 
DLPW は、労働安全衛生と作業環境の向上に関する作業場での意識の

喚起のために 2001 年に現在でも進行しているゼロ災害キャンペーンを立
ち上げた。継続的に労働災害及び傷害を減少させ、及び次の要件に適合
している作業場は、労働大臣から名誉標章で表彰される。 
1) 金賞―職場を離れる結果になる労働災害がなく、1 千万又はそれを超
える労働時間を持ついかなる作業場に対して 
2) 銀賞－職場を離れる結果になる労働災害がなく、3 百万～999 万 9999
時間までの労働時間を持つ、いかなる作業場に対して 
3) 銅賞－職場を離れる結果になる労働災害がなく、100 万～299 万 999
時間までの労働時間を持つ、いかなる作業場に対して 
4) 初級賞－累積労働時間にかかわらず、職場を離れる結果になる労働災
害がない、いかなる作業場に対して。 

 
2001 年から 2014 年までに、2977 の表彰を受けた作業場がある。 
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